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理

由

民
間
の
団
体
が
自
発
的
に
行
う
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
実
施
を
促
進
し
て
、
活
力
あ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
社
団

法
人
及
び
財
団
法
人
の
設
立
の
許
可
及
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
監
督
を
主
務
官
庁
の
裁
量
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
公
益
法

人
に
関
す
る
制
度
を
改
め
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の
認
定
及
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
監
督
を
独
立
し
た
委

員
会
等
の
関
与
の
下
で
内
閣
総
理
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


